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○○年度 ○○学校避難所運営委員会年間計画 

 

 

○○年○月○○日作成 

 

日 時 内 容 備 考 

○月○○日 第１回運営委員会 年間計画の作成 

マニュアルの見直し 

避難所運営に関する

課題の抽出など 

 

○月○○日 第２回運営委員会 マニュアルの検証 

避難所運営に関する

課題の整理など 

 

 

○月○○日 自主防災組織 

防災訓練 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

※避難所運営委員会及び訓練を行った場合、会議録又は訓練実施報告書を必ず

提出してください 

第１章 
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○○年度 第○回○○学校避難所運営委員会会議録 

 

 

開催日時 ○○年○月○○日 

開催場所 ○○学校 会議室  

 

出席者   自治会    〇〇自治会長 平塚 太郎 

■■自治会長 浅間 町子 

      自主防災組織 〇〇自主防災組織 平塚 花子 

             ■■自主防災組織 浅間 一郎 

      学 校    〇〇校長 

      配備職員   〇〇主査 ■■主任 △△主事 

□□主事 ◎◎主事補 

 

男性 〇名 女性〇名 合計〇〇名 

 

会議の概要 
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○○年度第○回○○学校避難所運営委員会の中で、 

出された確認事項 

 

○○年○月○○日作成 

確認する内容 回 答 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



4 

  ○○年度 第○回○○学校避難所訓練実施報告書 

 

 

開催日時 平成○○年○月○○日 

開催場所 ○○学校 体育館  

 

出席者   自治会    〇〇自治会長 平塚 太郎 

■■自治会長 浅間 町子 

      自主防災組織 〇〇自主防災組織 平塚 花子 

             ■■自主防災組織 浅間 一郎 

      学 校    〇〇校長 

      配備職員   〇〇主査 ■■主任 △△主事 

□□主事 ◎◎主事補 

 

男性 〇名 女性〇名 合計〇〇名 

 

訓練の概要
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  （仮称）       避難所運営委員会運営マニュアル（案） 

収容可能人員    人（○○年○月○日） 

１ 目的 

 このマニュアルは、地震などの災害時における（仮称）       避難所の開設

と、避難者による自主運営体制の確立を図るために、自治会・町内会・自主防災組織、

避難者、施設管理者、行政職員の役割等を定めるものです｡ 
 

２ 避難所とは 

市が、地震や風水害などの災害時における地域住民の避難先として指定し、被災者の

生活の場として開設された施設を「避難所」と言います｡ 

避難所の入所者は、家屋が大破または倒壊したり余震による二次災害の危険性が高い

方々で、被害が軽微または二次災害の危険性が低い方々が入所する必要はありません。 

しかし、電気、ガス、水道といったライフラインが使えない状況下にあっては給食、

給水、物資配給等は避難所で行うことが考えられます。このことは、公園、空き地等で

の避難生活者も同様で、避難所は地域と連携しながら運営していく必要があります｡ 
 

３ 避難所の運営組織 

（１） 避難所の運営に係る協議決定機関として避難所運営委員会が設置されます｡ 構成

メンバーは概ね次のとおりで、運営委員会の委員長は自治会連合会正副会長若しく

は自治会長から選任します｡ 

  なお、過去の災害の教訓から、避難所運営に男女双方の視点を取り入れる必要が

あることから、避難所運営委員会構成員に女性が参画できるよう、地域の状況に合

わせてできる限り配慮してください。 
 

● 自治連会長、副会長                             

● 自治会長                                                     

● 自主防災組織の担当者                            

● 施設管理者                                                     

● 避難所配備職員（市職員）                          

● その他地域団体、避難者の代表者など                                  

 

避難所運営委員会役割分担表 

役  名 担 当 者 担 当 業 務 

委  員  長  避難所運営委員会の総責任者兼議長 

副  委  員  長  委員長の補佐、代理 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

避難所の庶務と事務局を担当 

避難所の秩序と安全管理 

避難所日誌の記録 

避難所関係情報の管理 

副事務局長  事務局長の補佐、代理 

第２章 
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役  名 担 当 者 担 当 業 務 

事 務 局 

 

市職員 

 

事務局長、副事務局長の業務補佐 

避難部本部（教育委員会）との連絡調整、情報伝達等 

必要事務用品等の調達 

避難所関係情報の整理 

総  務  班 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所レイアウトの策定 

避難所活動班の編成 

避難所の秩序と安全管理 

地区住民の秩序維持と連携体制の確保 

地区住民に関する情報の管理 

 
要援護者の安全と情報の管理  

学校長 避難所の利用範囲、利用方法を決定する｡ 

施設の安全管理にあたる。 

 

 

（２） 避難所の運営に係る活動機関として避難所活動班を設置します。 

避難所活動班の構成及び主な担当業務は次のとおりです。 

避難所活動班役割分担表 

班 名 担 当 者 担当業務 

避難者受け入

れ班 

各自主防災組織の避難

誘導班及び避難住民 

 

避難者の受け入れ（避難者名簿の作成管理） 

退去者の把握（避難者名簿に記載） 

避難所内の高齢者、傷病者、要援護者の把握 

高齢者、要援護者の他収容施設への移送、付き添い 

救護班 各自主防災組織の救護

班及び避難住民 

傷病者への応急手当 

臨時救護所との連絡調整 

臨時救護所への傷病者の移送、付き添い 

施設班 各自主防災組織の衛生

清掃班及び避難住民 

避難所内の清掃、ゴミの管理･処理 

避難所内の環境整備 

防災備蓄物品の搬出 

給水・給食班 各自主防災組織の給水

班・給食班及び避難住民 

備蓄・配給食料の炊出し・配布 

不足物品の確認 

配給食糧及び飲料水の保管 

公園、空き地等での避難生活者への配布（避難所内で

の配布） 

物資配給班 各自主防災組織の救出

救助班及び避難住民 

食糧・飲料水を除く配給物品の配布と保管、不足 

物資の確認 

公園、空き地等での避難生活者への配布（避難所内で

の配布） 

自警班 各自主防災組織の自警

班及び避難住民 

 

地区内、避難所内の防犯対策 

地区内、避難所内の火災予防 

避難所運営委員会役割分担表（続き） 
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４ 避難所の開設 

  災害時において、以下の手順により避難所を開設します。 

（１） 避難所への参集 

ア 震度５強以上の地震発生時、大津波警報・津波警報発表時又は南海トラフ地震臨時情

報（巨大地震警戒）発表時 

（ア） 避難所運営委員会メンバーである自治会役員、自主防災組織の担当者、施設管理

者及び避難所配備職員（市職員）は、避難所に自動参集する。 

（イ） 避難所配備職員は、避難部本部（教育委員会）との無線交信、備蓄機材の貸し出し

準備をする｡ 

イ 震度５弱以下の地震発生時（大津波警報・津波警報は未発表）及び風水害発生時 

（ア） 災害対策本部の判断により、避難部を通じて動員発令による参集の指示があった場

合には、避難所配備職員は避難所に参集する。 

（イ） 避難所配備職員は、避難所運営委員会メンバーとなる自治会役員、自主防災組織

の担当者に参集連絡し、連絡を受けた自治会役員、自主防災組織の担当者は避

難所に参集する。 

（ウ） 災害状況に応じて、教育委員会から参集の連絡を受けた施設管理者（学校長等）は、

避難所に参集する。 

（エ） 電話回線の途絶等により、避難所運営委員会メンバーとなる自治会役員、自主防災

組織の担当者に参集連絡が出来ない場合、自治会役員、自主防災組織の担当者

は防災行政用無線（固定系）や戸別受信機等で避難所の開設を知った時点で避難

所に参集する。 

 

（２） 避難所の安全確認 

ア 避難所運営委員会メンバーである自治会役員、自主防災組織の担当者、施設管理者、

避難所配備職員は『避難所被害点検表』に基づき避難所の被害状況点検を行う。（点検

表は２部作成） 

ただし、この際の被害状況点検は、あくまで目視により判断するものとし、被災状況によ

っては、建築判定士による危険度判定を実施する場合があります。 

イ 被害状況点検が終了し、避難所としての開設決定がされるまでの間、体育館や校舎な

どでは二次災害発生の危険があるため、自主防災組織の避難誘導班は避難者を建物

内及び建物周辺に近付けないように努める。（避難者に対しては自主防組織避難誘導

班を通じて待機の理由説明を行う。） 

班 名 担 当 者 担当業務 

情報班 各自主防災組織の情報

班及び避難住民 

避難者等からの安否情報の収集と運営委員会への伝

達 

他避難所、公園、空き地等での避難生活者に係る情報

の収集 

災害対策本部、運営委員会から発せられた情報を避

難者、公園、空き地等での避難生活者に伝達 

ボランティア

班 

各自主防災組織の消火

班及び避難住民 

来所するボランティアの受け入れ（ボランティア 

名簿の作成管理） 

ボランティアへの作業教示 

避難所活動班役割分担表（続き） 
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ウ 地震発生に伴い大津波警報が発表された場合、避難所の安全が確認出来た時点で、

自主防災組織の避難誘導班は避難者を校舎等の上層階へ避難誘導する。 

  なお、大津波警報発表時においては、すぐに高所に緊急退避することが重要であること

から、地域住民は避難所となる小中学校等に限らず、地域における高層建築物等に緊

急退避する。 

エ 震度５弱以下の地震発生時（大津波警報・津波警報は未発表）及び風水害発生時、電

話回線の途絶等により、避難所運営委員会メンバーとなる自治会役員、自主防災組織の

担当者に参集連絡が出来ない場合には、参集した避難所配備職員により、上記の安全

確認等を実施する。 

（３） 避難所の被害状況を避難部本部（教育委員会）に報告 

避難所配備職員は、避難所の被害状況をＭＣＡ無線により、避難部本部（教育委員会）に 

報告する。 

（４） 避難所の開設 

災害対策本部が避難所の開設を決定した場合には、避難部を通じた避難所の開設 

指示に基づき、避難所の開設体制を整える｡ 

（５） 避難者の受け入れ 

入所説明を行った後に『避難者カード』により世帯別に受付を行い、受付後自治 

会別で分けて受付担当者が『避難者名簿』へ転記する。 

（６） 避難所の運営 

避難所運営委員会は、避難所運営委員会、避難所活動班及び避難者の役割配分と 

避難所の運営規則を公表、掲示し、避難者等に周知を図る｡ 

 

５ 要配慮者、外国人等に配慮した対応 

避難所には、高齢者や妊婦、乳幼児、外国人や性的少数者（LGBT）等様々な方が避難するこ

とが考えられ、それぞれに配慮した対応が必要です。外国人に対しては、多言語シートの活用や

“やさしい日本語”で接すること、空き教室や備蓄品(プライベートルーム等)を活用して授乳スペー

スや、プライバシーに配慮したスペースを設ける等して対応するものとします。 

 

（参考）要配慮者への支援の例 
要配慮者分類 支援の例 

障がい者 ・歩行速度に気を付けて付き添い案内する 

・身振り等で状況を知らせ、状況により筆談（手のひらに文字を書く等）で 

情報を伝える 

・車いすを使用し移動を補助する 

・音声だけの情報ではなく情報を文字に書いて掲示する 

高齢者 ・大きな声でゆっくりと話しかける 

・トイレの近い場所に避難スペースを設ける 

妊婦（母子） ・授乳室やおむつ替えのスペースを設ける 

外国人 ・やさしい日本語で説明する（話す前に情報整理、短く簡単な言葉で） 

・メモを活用する（視覚的な補助） 

・表示の工夫をする（ひらがな・カタカナ、ルビふり） 

 



9 

なお、避難生活が困難な高齢者や障がい者等、傷病者の収容施設については、下記のように

対応するものとします。 

（１）避難所での生活が難しい高齢者や障がい者等の収容施設 

小中学校等避難所 → 福祉避難所に移送 

（２）傷病者 

 救護班による応急手当 → 臨時救護所に移送 

 

６ 犬や猫のペットと同行避難した場合の対応 

災害時において、避難者がペットと同行避難してきた際は、ペットも受け入れることを原則としま

す。 

ペットの受け入れをする際は、「ペット受入票」及び「ペット飼育者一覧表」を飼い主が作成し、

飼い主が責任を持ってペットの飼育や飼育スペースの清掃・管理を行います。 

 なお、動物アレルギー等の観点から飼い主と同じ場所で避難生活を送ることはできないことから、

「９ 確認事項について ペットの収容場所」に記載された場所においての避難生活となります。 

また、避難所では動物が苦手な人や動物に対してアレルギーのある人などいろいろな人と共同

生活をすることから、避難所ではふだん以上に周囲への配慮が必要です。 

 

７ その他避難所での留意事項 

 避難所では、以下の点に留意した対応が必要です。 

（１）要配慮者への配慮事項配慮事項や支援方法等について、避難所に滞在する避難者への周

知に努める。 

（２）過去、被災地となった避難所では、性被害や暴力が発生した報告があることから、年齢や性

別問わず、避難者全員が安心・安全にすごせるように、避難者全員が思いやりを持った行動に

努める。 

   また、避難所での性被害や暴力を未然に防止するためにも、防災倉庫内の開設セットに配備

している「安心してすごせる避難所のために」ポスター等を掲示し、避難者へ周知するとともに、

女性のみならず男性も相談しやすい雰囲気づくりに努める。 

（３）夜間にトイレへ行く時や、一人で行動する際は、開設セットに配備している防犯ブザーを貸し

出すなどして、防犯対策をする。 

 

８ 感染症対策 

 避難所は密閉・過密環境となり得ることから、感染症のまん延が懸念されます。感染症流行期に

あっては、市が作成した「避難所における感染症対策マニュアル」を本マニュアルと併用し、感染

症対策をしたうえで運営を行います。 
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９ 体育館内の居住スペースの割振り 

災害時に開設される避難所は多数の避難者を収容することになります。混乱を避ける事

前策として、体育館内のスペースを自治会集計の戸数で割り振ることや、配慮が必要な方

への対応も考慮の上、避難スペースの割振りを検討します。 

例：配慮が必要な方はトイレ付近を避難スペースとする。 

  車いすが通行できるよう、０.８～１.４ｍ（※１）の通行路を設ける。 

  視覚障がい者のために、空間認識のしやすい場所を確保する。（※２）等 

 

 また、気候による温度の変化、日照等の変化等により場所の不公平が生じるので適当な

期間で収容位置を転換させる等のことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：車いすが通路を通過するためには、最低 80cmの幅が必要であり、180°回転するためには最

低 140cmが必要だと JIS規格にて定められているため 

※２：現在いる場所や周囲の位置関係が把握しやすい場所で過ごせるよう配慮してください（例：

壁などの触れるものに接している場所）。トイレに行きやすい場所であることも重要です。 

    

10 避難所の鍵の保管例 

 防災倉庫の鍵・・・・・・・・・・ ①施設管理者 ②自治連会長（又は代理者）  

③④避難所配備職員リーダー・サブリーダー 

 避難所門扉の鍵 ・・・・・・・・ ①施設管理者 ②自治連会長（又は代理者）  

③④避難所配備職員リーダー・サブリーダー 

避難所体育館の鍵・・・・・・・・ ①施設管理者 

                 ②避難所配備職員リーダー・サブリーダー 

 避難所校舎 の鍵・・・・・・・・ ①施設管理者 ②        

 

対応：災害発生時は防災倉庫の鍵の保管者のうち早期到着者が防災倉庫を開錠する｡ 

 

 

 

 

 

通 路  

ス
テ
ー
ジ 

出 

 

入 

 

口 

〇〇自治会 

 

避難スペース 

〇〇％ 

〇〇自治会 

 

避難スペース 

〇〇％ 

 

〇〇自治会 

 

避難スペース 

〇〇％ 

 

〇〇自治会 

 

避難スペース 

〇〇％ 

 

〇〇自治会 

 

避難スペース 

〇〇％ 

 

配慮が必要

な方の避難

スペース 

〇〇％ 
受 付 

〇〇自治会 

 

避難スペース 

〇〇％ 
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11 確認事項について 

余裕教室の場所及びカギの

保管場所 

 

 

避難所として開放できる場所 体育館（校舎・放送室・医務室・調理室・・・確認する） 

大津波警報発表時の緊急退

避場所 

 

立ち入り禁止の場所  

避難所本部の場所 

 

 

火気使用可能場所 

 

 

炊き出し場所 

 

 

洗濯及び物干し場 

 

 

（女性用） 

 

 

男性更衣室 

 

 

女性更衣室 

 

 

授乳／おむつ替えスペース 

 

 

ゴミ集積場所 

 

 

仮設トイレの設置場所  

駐輪場 

 

 

ペットの収容場所 

 

 

就寝・消灯時間 

 

 

飲酒・喫煙 

 

 

情報掲示板の場所 

安否情報、被害情報等 

 

ベニア板、ホワイトボード、模造紙等 

公園、空き地、テント生活者等

の対応 

 

避難者名簿に記入してもらい、備考欄に「○○公園にて避難

生活」等と記入 

遺体安置所 

 

公共施設 
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12 参考資料 

●内閣府 

「防災情報のページ-避難所の生活環境対策-避難所関係」内ＰＤＦファイル 

http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/ 

・平成 28年度避難所における被災者支援に関する事例等報告書（平成 29年 4月） 

・リーフレット「あなたのまちの避難所について」 

・避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針（平成 28年 4月改定） 

・避難所運営ガイドライン（平成 28年 4月） 

 

●内閣府 

「避難所における良好な生活環境の確保に関する検討会第２回」内ＰＤＦファイル 

http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/h24_kentoukai/2/ 

・資料５-４ 災害時の視覚障害者支援者マニュアル 

 

●神奈川県 

「避難所マニュアル策定指針」令和２年６月版 

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/62623/hinanshishin.pdf 

 

●環境省 

「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」 

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2506.html 

 

●国土交通省 

「建築物におけるバリアフリーについて」内ＰＤＦファイル 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html 

・第２部 第４章 基本寸法等 

 

●内閣府男女共同参画局 

「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン～」 

令和２年５月 

https://www.gender.go.jp/policy/saigai/fukkou/guideline.html 

 

●平塚市 

「ひらつか男女共同参画プラン 2017」内ＰＤＦファイル 

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/jinken/page-c_00910.html 

・【表】ひらつか男女共同参画プラン 2017～家庭で、社会で、職場で、みんなが活躍するまち ひ

らつか～（概要版） 

・【裏】ひらつか男女共同参画プラン 2017～家庭で、社会で、職場で、みんなが活躍するまち ひ

らつか～（概要版） 

 

●一般財団法人自治体国際化協会 

「災害時多言語情報」 

http://dis.clair.or.jp/ 

 

 

このマニュアルは、    年  月  日より運用する。 


